
青梅市条例第２０号

青梅市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律にもとづく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例を公布する。

令和８年７月１日

青梅市長 大勢待 利 明



青梅市行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律にもとづく個人番号の利用および特定個

人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

青梅市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律にもとづく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条

例（平成２７年条例第２８号）の一部を次のように改正する。

別表第１の１の項を次のように改める。

別表第２第２項の表の１の項を次のように改める。

別表第２第２項の表の２の項中「地方税関係情報」を「地方税法その他

の地方税に関する法律にもとづく条例の規定により算定した税額またはそ

の算定の基礎となる事項に関する情報（以下「地方税関係情報」という。）」

に、「住登外者宛名情報」を「住登外者宛名番号管理機能による住登外者の

情報の管理に関する情報（以下「住登外者宛名情報」という。）」に改め、

１４の項中「国民健康保険法」の次に「（昭和３３年法律第１９２号）」を、

「高齢者の医療の確保に関する法律」の次に「（昭和５７年法律第８０号）」

を、「児童扶養手当法」の次に「（昭和３６年法律第２３８号）」を、「、特

別児童扶養手当等の支給に関する法律」の次に「（昭和３９年法律第１３４

号）」を、「国民年金法等の一部を改正する法律」の次に「（昭和６０年法律

第３４号）」を、「児童手当法」の次に「（昭和４６年法律第７３号）」を加

える。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。

１ 削除

１ 削除


